
 資料３  

 

令和６年 6 月 18 日 

 

各所属人権行政推進本部幹事 様 

 

大阪市人権行政推進本部事務局 

 

所属長マネジメントによる確認について 

 

 令和 6 年 6 月 18 日開催の大阪市人権行政推進本部会議における本部長（大阪市長）指示

について、次のとおり確認のうえ報告してください。 

 

記 

 

１ 確認内容 

所属における差別事象であり、人権啓発・相談センターに報告を行っていないものの有無 

 

２ 報告方法 

別紙様式にて、人権行政推進本部員名（所属長名）により報告してください。 

 従前より、各所属において差別事象の発生を把握した際には、差別事象対応マニュア

ル（※）に基づき、市民局（人権啓発・相談センター）へ差別事象報告を行うこととし

ています。 

 万が一、確認の結果、差別事象の発生を把握しているが、報告に至っていない件があ

った場合には、すみやかに報告してください。 

 

※参考：差別事象対応マニュアル（庁内ポータル） 

 

３ 報告先 

人権啓発・相談センター 

ca0016@city.osaka.lg.jp 

 

４ 報告期限 

令和６年 6 月 28 日（金） 

（大阪市人権行政推進本部事務局） 

市民局人権企画課    電話 06-6208-7611 

人権啓発・相談センター 電話 06-6532-7631 

https://osakacitycommunication.sharepoint.com/sites/ca-site/sec/Lists/List5/DispForm.aspx?ID=1&ContentTypeId=0x0100BBA177CD27BE5C4F8EA64185389D329F00C56841F894EFD140A104DC84B1771B73
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